
市町村コード  調定番号：100000798 

         １ 
納  入  書   

 

273414 

大阪府 

忠岡町 

 
平 成 30 年 度 

 

 
下水道事業特別会計 

住 

所 

 

氏 

名 

 

金 額 ￥５,０００円  

 

款 

使用料

及び 

手数料 

 

項 

 

手数料 

 

 

目 
下水道 

手数料 
節 

下水道 

手数料 

 

忠岡町指定排水設備工事業者登録手数料 

   下水道事課          扱 

上記のとおり納付します。 領収日付印 

 

 

市町村コード  調定番号：100000798 

         ２ 
領収済通知書 

273414 

大阪府 

忠岡町 

 
平 成 30 年 度 

 

 
下水道事業特別会計 

住 

所 

 

氏 

名 

 

金 額 ￥５,０００円  

 

款 

使用料

及び 

手数料 

 

項 

 

手数料 

 

 

目 
下水道 

手数料 
節 

下水道 

手数料 

 

忠岡町指定排水設備工事業者登録手数料 

 下水道事課          扱 

上記のとおり領収しまし 

たから通知します。 

受付番号（    ） 

 

忠 岡 町 長 様 

領収日付印 

 

（忠 岡 町 保 管） 

市町村コード  調定番号：100000798 

         ３ 
領 収 証 書 

273414 

大阪府 

忠岡町 

 
平 成 30 年 度 

 

 
下水道事業特別会計 

住 

所 

 

氏 

名 

 

金 額 ￥５,０００円  

 

款 

使用料

及び 

手数料 

 

項 

 

手数料 

 

 

目 
下水道 

手数料 
節 

下水道 

手数料 

 

忠岡町指定排水設備工事業者登録手数料 

 下水道事課          扱 

上記のとおり領収しまし

た。 

受付番号（    ） 

 

忠岡町指定金融機関 

忠岡町収納代理金融機関 

領収日付印 

 

（納 入 者 保 管） 

摘 

要 

摘 

要 

摘 

要 



市町村コード  調定番号：100000799 

         １ 
納  入  書   

273414 

大阪府 

忠岡町 

 
平 成 30 年 度 

 

 
下水道事業特別会計 

住 

所 

 

氏 

名 

 

金 額 ￥     円  

 

款 

使用料

及び 

手数料 

 

項 

 

手数料 

 

 

目 
下水道 

手数料 
節 

下水道 

手数料 

 
忠岡町排水設備工事責任技術者登録手数

料  （    人 × 5,000 円/人 ） 

   下水道事課          扱 

上記のとおり納付します。 領収日付印 

 

 

市町村コード  調定番号：100000799 

         ２ 
領収済通知書 

273414 

大阪府 

忠岡町 

 
平 成 30 年 度 

 

 
下水道事業特別会計 

住 

所 

 

氏 

名 

 

金 額 ￥     円  

 

款 

使用料

及び 

手数料 

 

項 

 

手数料 

 

 

目 
下水道 

手数料 
節 

下水道 

手数料 

 
忠岡町排水設備工事責任技術者登録手数

料  （    人 × 5,000 円/人 ） 

 下水道事課          扱 

上記のとおり領収しまし 

たから通知します。 

受付番号（    ） 

 

忠 岡 町 長 様 

領収日付印 

 

（忠 岡 町 保 管） 

市町村コード  調定番号：100000799 

         ３ 
領 収 証 書 

273414 

大阪府 

忠岡町 

 
平 成 30 年 度 

 

 
下水道事業特別会計 

住 

所 

 

氏 

名 

 

金 額 ￥     円  

 

款 

使用料

及び 

手数料 

 

項 

 

手数料 

 

 

目 
下水道 

手数料 
節 

下水道 

手数料 

 
忠岡町排水設備工事責任技術者登録手数

料  （     人 × 5,000 円/人 ） 

 下水道事課          扱 

上記のとおり領収しまし

た。 

受付番号（    ） 

 

忠岡町指定金融機関 

忠岡町収納代理金融機関 

領収日付印 

 

（納 入 者 保 管） 

摘 

要 

摘 

要 

摘 

要 



 


